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未来をともにつくりますなみえの
未来をともにつくりますなみえの
未来をともにつくります

議会だより 2009.8.1

6月定例会月定例会6月定例会
６月議会採決状況／請願・陳情…Ｐ14
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町民の声／編集後記………………Ｐ16

６月定例議会………Ｐ２～Ｐ７
一般質問……………Ｐ８～Ｐ11 
シリーズ 知ってますか
議会のしくみ………Ｐ12～Ｐ13

町のトップをきって行われた
　　　　牛渡・樋渡地区の盆踊り大会
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個人設置型浄化槽今まで

個人負担：６割 地方負担 
２／３

国庫補助 
１／３

市町村設置型浄化槽

個人負担
10％

地方負担
40％

国庫補助 
50％

地方債充当可能 地方債元利償換金の 
50％は地方交付税措置

残額は使用料金で徴収
わずか１割の負担で
浄化槽が入れられます。 ※PF I事業を取り入れると 

　町の負担がさらに少なく
　なります。

これからはこれからは、こうなる計画です。こうなる計画です。これからは、こうなる計画です。

最大８割地方交付税措置

国庫補助対象額（全体の４割）

国庫補助対象額（10割）

��������	
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 その部門に属する町の事務に関する調査を行い議案、陳情を審
査するために設置される常設の委員会です。議員は、少なくとも
１つの常任委員になるものとし、任期は２年です。
　浪江町には、総務、産業・建設、文教・厚生の３つの委員会が
あります。

 議案等の調査、審査をより詳細に、かつ専門的に行う必要性か

らできた制度で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の
3種類あります。

　議会をもっと知っていいただくために、
新たな特集をはじめました。
 前回は議会の組織でしたが、今回は委員
会制度のなかの常任委員会についてです。

委員会制度

常任委員会
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■
発
行
／
浪
江
町
議
会
　
■
編
集
／
浪
江
町
議
会
報
編
集
特
別
委
員
会
　
〒
9
7
9
｜

1
5
9
2
　
福
島
県
双
葉
郡
浪
江
町
大
字
幾
世
橋
字
六
反
田
７
番
地
の
２
　
T
E
L
0
2
4
0
｜

3
4
｜

2
1
1
1

みなさまの声をお聞かせ下さい。編集委員会では、議会に対する町民の声を議会だよりに掲載したいと考えて
おります。議会傍聴時の感想等なんでも結構ですのでお声をお寄せ下さい。
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